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津
波
の
観
測
態
勢
に
関
す
る
質
問
主
意
書

報
道
に
よ
る
と
、
太
平
洋
側
の
東
北
沖
か
ら
四
国
沖
ま
で
に
亘
っ
て
十
二
箇
所
設
置
し
て
あ
る
全
地
球
測
位
シ
ス
テ
ム
（
以

下
Ｇ
Ｐ
Ｓ
と
い
う
）
波
浪
計
に
つ
い
て
、
青
森
県
か
ら
福
島
県
ま
で
に
お
け
る
七
箇
所
の
う
ち
五
箇
所
と
、
同
じ
く
そ
の
沿
岸

部
に
あ
る
潮
位
観
測
施
設
十
三
箇
所
の
う
ち
六
箇
所
が
東
日
本
大
震
災
の
津
波
に
よ
り
壊
れ
、
先
月
十
日
に
三
陸
沖
で
発
生
し

た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
三
の
地
震
の
際
、
基
本
水
準
面
や
潮
位
の
変
化
を
正
確
に
観
測
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

特
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
波
浪
計
は
水
深
数
百
メ
ー
ト
ル
の
沖
合
に
固
定
さ
れ
、
津
波
が
到
達
す
る
約
十
分
前
に
計
測
可
能
で
あ
り
、
向

こ
う
五
年
か
ら
十
年
ま
で
に
強
い
余
震
が
続
く
と
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
被
災
地
は
防
潮
堤
や
水
門
が
破
壊
さ
れ
て
津
波
に

対
し
て
全
く
無
防
備
な
状
態
で
あ
り
、
そ
の
初
動
対
応
に
支
障
が
出
か
ね
な
い
。
国
を
挙
げ
て
復
旧
を
急
ぐ
こ
と
は
、
言
わ
ず

も
が
な
の
こ
と
だ
が
、
潮
位
観
測
施
設
に
お
い
て
は
、
青
森
、
岩
手
、
宮
城
、
福
島
、
茨
城
県
に
あ
る
十
三
箇
所
中
六
箇
所
で

復
旧
し
て
い
な
い
（
七
月
二
十
五
日
現
在
）
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
気
象
庁
、
国
土
交
通
省
、
海
上
保
安
庁
、
国
土
地
理
院
が

そ
れ
ぞ
れ
設
置
し
て
お
り
、
気
象
庁
は
壊
れ
た
六
箇
所
の
う
ち
三
箇
所
に
臨
時
の
施
設
を
設
け
た
が
、
国
土
交
通
省
と
海
上
保

安
庁
の
三
箇
所
は
復
旧
が
遅
れ
て
い
る
と
聞
く
。
こ
れ
を
機
に
、
現
行
の
府
省
庁
横
断
的
に
散
在
す
る
災
害
情
報
及
び
復
旧
・

復
興
情
報
を
一
元
管
理
で
き
る
組
織
を
早
急
に
立
ち
上
げ
、
総
合
的
か
つ
分
か
り
や
す
く
入
手
、
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

一



と
が
益
々
重
要
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

青
森
県
か
ら
福
島
県
ま
で
に
お
け
る
Ｇ
Ｐ
Ｓ
波
浪
計
の
設
置
七
箇
所
の
う
ち
五
箇
所
と
、
同
じ
く
そ
の
沿
岸
部
に
あ
る
潮

位
観
測
施
設
十
三
箇
所
の
う
ち
六
箇
所
が
東
日
本
大
震
災
の
津
波
に
よ
り
壊
れ
、
先
月
十
日
に
三
陸
沖
で
発
生
し
た
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
七
・
三
の
地
震
の
際
、
基
本
水
準
面
や
潮
位
の
変
化
を
正
確
に
観
測
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

に
分
析
し
て
い
る
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

一
に
関
連
し
、
壊
れ
た
Ｇ
Ｐ
Ｓ
波
浪
計
の
五
箇
所
と
気
象
庁
、
国
土
交
通
省
、
海
上
保
安
庁
、
国
土
地
理
院
が
設
置
す
る

潮
位
観
測
施
設
の
六
箇
所
に
つ
い
て
、
台
風
の
多
い
九
月
ご
ろ
ま
で
に
復
旧
で
き
る
の
か
、
直
近
の
復
旧
状
況
及
び
全
面
復

旧
の
時
期
を
そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

三

一
及
び
二
に
関
連
し
、
先
月
十
日
に
三
陸
沖
で
発
生
し
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
三
の
地
震
に
お
い
て
、
未
復
旧
の
地
点

で
は
津
波
が
到
達
し
た
こ
と
す
ら
も
分
か
っ
て
い
な
い
と
聞
く
が
、
復
旧
す
る
ま
で
の
無
防
備
な
状
態
を
ど
の
よ
う
に
補
完

し
て
い
く
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

四

潮
位
観
測
施
設
に
お
い
て
は
気
象
庁
、
国
土
交
通
省
、
海
上
保
安
庁
、
国
土
地
理
院
が
そ
れ
ぞ
れ
設
置
し
て
い
る
と
聞

二



く
。
我
が
自
由
民
主
党
は
、
東
日
本
大
震
災
の
復
旧
・
復
興
に
向
け
て
、
現
行
の
府
省
庁
横
断
的
に
散
在
す
る
災
害
情
報

が
、
総
合
的
な
被
害
の
把
握
を
困
難
と
し
、
災
害
情
報
、
復
旧
・
復
興
情
報
を
集
約
す
る
「
Ｇ
空
間
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
」
を

復
興
院
（
庁
）
内
に
立
ち
上
げ
る
こ
と
が
、
災
害
時
に
お
い
て
迅
速
な
復
旧
に
資
す
る
効
果
が
あ
る
と
提
言
し
て
き
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


